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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大に伴う教育活動時の

留意事項について 

 

令和 4 年 3 月 17 日付けで，岐阜県において，「新型コロナウイルス感染症に対する岐阜

県の対応について 今後の感染拡大防止について」（別紙 1）が発出されました。3月 21日

付けをもって「まん延防止等重点措置」が解除されたことに伴う通知となりますが，今後の

感染の高止まり，第７波への再拡大については，大いに警戒しなければなりません。 

これらの状況を踏まえ，下記のとおり教育活動時の留意事項を定めますのでお知らせし

ます。引き続き，感染予防にご協力をいただきますよう，よろしくお願いします。 

 

記 

 

1. 「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）における岐阜大学の活動指針」の「1．教育

（講義・授業・演習と実験・実習）」の活動レベルはレベル 1のままとする。 

2. 対面授業実施においては，「令和 4年度後学期の授業実施の方針について（通知）」（令

和 4年 3月 7日）にある【対面授業実施の指針】等を徹底する。特に，同通知【対面授

業実施の指針】④の着席時の各自の距離を確保することに留意する。 

以上 

 

＜参考：「令和4年度前学期の授業実施の方針について（通知）」（令和4年3月7日） 抜粋＞ 

【対面授業実施の指針】（※大学としての感染リスク管理の指針） 

①教室入室から退室まで，学生，教職員とも授業に関係のない不必要な会話はしない。 

②授業中は，教室内にいる全員（学生や教職員，ゲスト講師など）がマスクを着用する。マスクは，不織布

製を推奨する。 

③教室内の着席者と着席位置を記録する。 

④着席時の各自の距離が１ｍ程度以上離れる人数により対面授業を実施するよう留意する。これが困難な

場合は，令和３年度前学期と同様に，教室定員の 60%程度未満となる人数により授業を実施する。 

⑤換気設備や窓・扉の開放などにより，定期的に換気を行う。 

⑥実験機器や備品，PC キーボード，マウスなどを共有する場合は，その消毒を行う。 

⑦集団での宿泊を伴う授業は実施できるが，宿泊者全員が個室での宿泊とするとともに，食事の際は感染

防止措置が講じられた食堂等にて他者と距離を空けて着席し会話は最小限とする。 

⑧体調不良により新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる学生等については，講義を録画し AIMS-Gifu

等で視聴できるようにする，別途授業に相当する課題を課すなど，必要な配慮を行う。 

⑨体調不良ではないが登校による新型コロナウイルスへの感染へ不安を感じている学生には，保健管理セ

ンターでの相談を案内する。 



別紙１










